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従業員の「メールの誤送信」に関する実態

  6割以上が 
誤送信の経験あり

情報セキュリティメーカー
のデジタルアーツ株式会社
が、勤務先における誤送信に
ついて行った調査によると、
メールの誤送信を経験してい
る従業員の割合は64.6％にも
上ることがわかったそうです
（対象：全国の企業に勤める従
業員1,102 名、情報システム管
理者332 名）。
実際に起こったメール誤送
信の内容として、「宛先間違
い」に加え「添付ファイル間
違 い 」、「Bcc 指 定 をTo やCc

指定としてしまう」など、情報
漏洩につながる誤送信も多数
起きているようです。

  業務に不可欠だからこそ 
対策が必要

個人情報保護法の改正、マイ
ナンバー制度の施行、公的機
関・大企業等による情報漏洩
問題等、最近は企業において
もセキュリティ対策が強く求
められるような状況が続いて
います。
その中でも、従業員が使用し
ているメールによって情報が
漏洩してしまうようなケース
は多いようです。
現代では業務でのメール使
用は不可欠なものとなってい
ますが、同時に常日頃使用す
るものであるだけに、従業員
が何らからのミスをしてしま
うリスクは常に存在している
と言えます。

  社内ルールが 
周知されていない？

一方、同調査によると、「社
外とのメールの送受信に関
して、勤務先ではルールがあ
りますか？」との問いに対し
て、従業員側は「特になし」
（61.3 ％）と し た 回答が最も

多 く、企 業（ 情 報 シ ス テ ム
管理者）側の「ルールあり」
（64.5 ％）と し た回答と比べ
て、かい離があります。
社内のルールが従業員に十
分には周知されていない実態
もうかがえます。

  改めて必要になる社内周知

昨今の大企業等による顧客
情報・機密情報の流出事件を
受けて、社内・取引先からの情
報漏洩対策の必要性を強く感
じるようになってきた従業員
は増えていることでしょう。
企業からも、改めて禁止事
項、社内ルール等に関する社
内アナウンスの実施やセキュ
リティ対策ソフト等の導入な
ど、企業の実態に即した対策
を検討していく必要がありま
す。
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今国会で成立した「女性活躍推進法」の概要と関連助成金

  8月28日に成立！

企業や自治体などに女性の
登用を促すための「女性活躍
推進法」（女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法
律）が8 月28 日に成立し、従業
員301 人以上を雇用する企業
と国や自治体などは、2016 年
4 月1 日までに、（１）女性の活
躍状況の把握・課題分析、（２）
行動計画の策定・届出、（３）
ホームページ等での情報公表
が義務付けられました。
2025 年 度までの10 年間の
時限立法で、取組状況が優良
な企業については厚生労働大
臣の認定を受けることができ
るようです。
なお、計画策定のための具体
的な方法は、省令等で10 月中
にまとめられる予定です。

  300人以下の企業は 
「努力義務」

提出期限が来年4 月までと
なっており時間的な余裕があ
りませんが、目標数値や計画
は企業に委ねられており、拘
束力はありません。
また、虚偽の報告をした場合
を除き罰則もありません。な
お、300 人以下の中小企業につ
いては「努力義務」となって
います。

このように企業任せとなっ
ている部分が多く、本質は「直
接的な効果」よりも女性活躍
推進のための「意識改革」に
ありそうです。

  「女性活躍加速化助成金」
の新設

同法の成立に合わせて、両
立支援等助成金を改正する雇
用保険法施行規則の一部を改
正する省令案が公示されまし
た。
これは、両立支援等助成金と
して「女性活躍加速化助成金」
を新設するもので、（１）中小
企業事業主（常時雇用する労
働者の数が300 人を超えない
事業主）が行動計画に定める
取組みを実施した場合に30 万

円が支給され、（２）事業主が
行動計画に定める取組みを実
施し、かつ、数値目標を達成し
た場合に30 万円が支給される
内容です。

  雇用管理のあり方を見直す
第一歩に

労働力人口が減少する中、女
性の進出が不可欠となってい
ます。
とはいえ、単純に今まで男
性に適用してきた雇用管理を
そのまま女性に移行させるこ
とは難しく、今回の女性活躍
推進法の成立によって、企業
は今後あらためて働き方を変
える意識を持つことが重要と
なってきています。
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 第2回 　成績考課とは

　人事考課は成績考課と行動考課で構成され、それぞれ半期ごとに年 2 回実施します。成績考課は、
一次・二次・（必要な場合三次）の段階考課、行動考課は合議による考課で行い、それぞれ以下の考課
要素で評価します。

　今回はまず、成績考課について説明していきますが、次の５つが成績考課のポイントとして挙げら
れます。

 • 目標の「達成度」を主体とする考課である　
 • 期をまたがる業務について、考課時点で結果が見える形で目標を設定する
 • 各目標項目の「達成度」を５点満点でポイント（点数）表示する
 • 個々の目標の考課結果を、それぞれのウェイトを加味し、総合的に１つの評価に集約する 
 • 考課対象期間中に行った総仕事量をチェックするために「仕事の総量」を評価対象とする

　成績考課の考課表には、目標管理を使用する大部分の社員を対象とする「目標カード」と、定型業
務が主体で目標管理になじまず、目標管理を使用しない「成績考課表」の２種類を用います。「目標カー
ド」は、上司と部下の間で確認された目標の「達成度」を主な考課要素とし、「仕事の総量」を補完的
な考課要素として個人の会社への貢献度を考課します。これに対して「成績考課表」は、あらかじめ
定義された仕事の量と質に関する考課要素に着目して個人の会社に対する貢献度を考課します。

成績の捉え方については、以下のポイントがあります。

※成績は目標の「達成度」が中心
　成績は半年間で設定した目標の遂行結果を中心に判定されるため、半期のスタート時点で目標
をできるだけ明確にしておくことが、成績考課をより納得性の高いものにするために重要です。

※成績考課はありのままに行う
　上司が手助けしたから減点、初めから高い目標だから加点といった修正は、少なくとも第 1 ス
テップでは許されません。第 1 ステップではありのままに考課します。

※成績考課の結果を修正するケース
　成績考課はありのままに行うのが原則ですが、次の場合はいったん下した評価を１ランク上方
に修正することが許されます。

　a  チャレンジ 質量的に困難な目標にチャレンジした場合
　b  不可抗力　本人の責任とはみなせない大きな事情があった場合

以上が成績考課のポイントとなりますが、次回は具体的な成績考課の進め方をご説明します。

達成度　仕事の総量
基本姿勢、思考、対人関係、業務遂行、育成の５区分に
職種・階層に応じて評価項目を設定

　 会社の業績アップにつながる人事考課制度（評価制度）をつくる

成績考課 行動考課

連  載
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 第2回 　ストレスチェックの実施手順

ストレスチェックの具体的な進め方短期
集中連載

今回はストレスチェックの実施手順についてご説明します。　

①質問票を従業員に配布し、記入してもらう
　ストレスチェックの質問票は以下の３つの種類の質問が含まれていれば、特に指定はありません。
国が推奨する 57 項目の質問票（※）を使うこともできます。IT システムを利用して、オンライン
で実施することも可能です。

　　１　ストレスの原因に関する質問項目

　　２　ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目

　　３　労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

※「職業性ストレス簡易調査票」
　  http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/summary/pdf/stress_sheet.pdf

②記入を終わった質問票は、医師などの実施者（またはその補助をする実施事務従事者）
が回収する
 要注意！ 第三者や人事権を持つ従業員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはならない

③回収した質問票を元に、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医
師の面接指導が必要な者を選ぶ
　自覚症状が高い者、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく
悪い者を高ストレス者として選定します。

④ストレスチェックの結果（ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接
指導が必要か否か）は、実施者から直接本人に通知される
 要注意！ ストレスチェックの結果は企業には返ってこない。結果を入手するには、結果の通知後、

本人の同意が必要

⑤ストレスチェックの結果は、医師などの実施者（またはその補助をする実施事務従事者）
が保存する
　結果を企業内の施錠できるキャビネットやサーバー内に保管することは可能です。ただし、第三
者に閲覧されないよう、実施者（またはその補助をする実施事務従事者）が鍵やパスワードの管理
をしなければなりません。

　以上のストレスチェックの結果を受けて、「面接指導の実施と就業上の措置」「職場分析と職場環境
の改善」が求められます。これらの内容については、次回ご説明します。
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マイナンバーを取得する際に守るべきルール

従業員を雇用する企業は 2016 年１月前後に、従業員全員から個人番号（マイナンバー）の提供を受ける必要が
あります。対象となるのは、派遣社員を除く役員・正社員・契約社員・パート・アルバイトなどすべてです。支払
調書の提出が必要となる支払いについても、取引先から個人番号・法人番号の提供を受ける必要があります。

マイナンバーを従業員から取得する際には、いくつかのルールに沿って実施することが求められます。

運転免許証もパスポートもない方については、健康保険証と年金手帳のコピーでも身元確認
資料とすることが可能です。

右ページの通知案では、3 の項目が上記のうち②による本人確認を想定した内容となってい
ます。　届出書類の作成・提出における本人確認において、会社が個人番号を記載して行政に提出する書類

（源泉徴収票、雇用保険取得届等）は、以前に取得した番号を継続して利用して構いません。
しかし、本人がマイナンバーを記載して行政に提出する書類（扶養控除等申告書、傷病手当金申請等）に

ついては、そのつど記載の番号に誤りがないかどうかの確認が必要となります。

◆ 利用目的の通知
『マイナンバーを取得する際には、利用目的を特定して、本人に通知または公表する必要がある。明示した

目的以外の利用はできない。』
そこで、利用する手続きすべてについて従業員に通知または公表したうえでマイナンバーを取得すること

が原則となり、通知・公表の方法の具体例としては、メール等での通知、社内掲示板への掲示、－などが挙
げられます。

右ページに掲げた通知案を使用する場合には、3 の項目に例示してあるように、①～⑤まで予定している
すべての用途を記載します。

◆ 本人確認
マイナンバーを取得する際には、本人確認を行う必要があります。ここでいう本人確認は、なりすましの

防止のために行うものであり、マイナンバーの確認と身元確認の両方を意味し、次の 3 つの方法が考えられ
ます。

ワンポイントメモ

通知カード
＋

運転免許証orパスポート

個人番号カードの

確認

※個人番号カード＝本人の申請に
よって市町村が発行する写真入り
の個人番号が記載されたカード

住民票（写し）
＋

運転免許証orパスポート

※ 2015 年１0 月以降、住民票にマ
イナンバーが記載されます

❶ ❷ ❸
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【通知文サンプル】

平成　　年　　月　　日

従業員各位

マイナンバー（個人番号）の提出について
株式会社　　　　　　　　　

総務部長　　　　　　　　　

　先日もお伝えしましたとおり、マイナンバー制度が平成 28年 1月より開始されます。今後は、

会社が行なう社会保険や所得税の手続きに、社員の皆さんおよび扶養家族の方のマイナンバーの

記載が必要となります。つきましては、下記のとおり、皆さんのマイナンバーを会社に提出して

いただく必要があります。お手数をお掛けしますが、ご協力のほど、お願いいたします。

記

１．提出書類
①ご本人および扶養家族の「通知カード」のコピー

　（別紙、「通知カード貼付用紙」に記入、貼付をしてください。）

　※扶養となっていないご家族のものは提出不要です。

②ご本人の「運転免許証」（表面）または「パスポート」（顔写真のあるページ）のコピー

　（封筒には必ず氏名をご記入ください。）

　※「運転免許証」、「パスポート」どちらもお持ちでない方は、「健康保険証」（表面）および「年

金手帳」（基礎年金番号・氏名・生年月日が記載されたページ）のコピーをご提出ください。

　⇒①、②の両方を封筒に入れ、のり付けをして、　　　　まで提出してください。

２．提出期限
　　　平成　　年　　年　　日（　　）

３．マイナンバーは官庁に提出する下記の書類作成に利用します。
①　雇用保険届出事務

②　健康保険・厚生年金保険届出事務

③　国民年金第 3号被保険者届出事務　　

④　労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務　

⑤　給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務

４．ご不明な点については、総務部　　　　までお問い合わせください。
以上

会社は、法令により、社員の皆さんのマイナンバーの提供を受けることが求められています。

会社は、マイナンバーが漏えいしないよう、厳重に管理します。
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“カトク”と過労死ゼロを目指した動き

過重労働問題にメスを入れ
る新組織“カトク”に対する
注目度が高まっています。カ
トクとは、厚生労働省が今年
4 月、東京・大阪の2 労働局に
設置した過重労働撲滅特別対
策班の通称です。
7 月2 日、靴販売チェーン大
手ABC マートの労務担当取
締役、店長2 人の計3 名が、都
内2 店舗で違法残業をさせた
として書類送検されました。
この一件が、カトクの初仕事
として注目を集めました。
ABC マートの事件では、池
袋店が36 協定未届けで従業
員2 人にそれぞれ月97 時間、
112 時間の残業を行わせた疑
いが持たれ、原宿支店が36 協
定で定めた「月79 時 間」を
オーバーして従業員2 人に月
98 時間、112 時間の残業をさ
せた疑いが持たれています。
厚生労働省が2014 年11 月
にブラック企業の疑いがある
4561 事業所を調査した結果、
2304 事業所で違法残業が発
覚。カトクは、この結果を受
けて新設されました。従来は
労働基準監督署が個別に管轄
内の違法残業に対応してきま
したが、カトクは監督指導、
捜査体制強化を目指した新組

織として、管轄エリアを超え
た連携をとりながら違法残業
に対応することになります。
厚生労働省では5 月15 日、違
法残業が複数事業所で行われ
ている場合に、書類送検前の
是正勧告とともに企業名を公
表すると発表していました。
ABC マートの事件におい
て、カトクは指導を繰り返し
てもなかなか是正に至らな
かったこと、特に月100 時間
を超える長時間労働を行って
いたことを問題視したとされ
ています。また、企業名の公
表に関しては、① 月 残 業 時 間
が100 時間超、 ②1 事業所で
10 人 以 上 あ る い は4 分 の1
以上の労働者が違法残業、 ③
1 年程度の間に3 以上の事業
所で違法残業―等に該当する
企業が対象とされています。
政府は7 月24 日、過労死等
防止対策推進法に基づく過労
死等防止大綱を閣議決定しま
した。過労死の原因を調査分
析することを柱とし、労働時
間の削減、有給休暇取得率の
数値目標などを盛り込んだも
ので、今後3 年をめどに見直
す方針です。
過労死の危険が高いとされ
る「週60 時間以上勤務」の人

の比率を2020 年までに5％以
下（2013 年は8.8 ％）に減ら
す数値目標を定めており、過
労死ゼロを目指していく方針
を打ち出しています。
英語やフランス語の辞書に

「karoushi」と い う 言 葉 が
載っていると言われます。海
外諸国の目には日本の労働環
境が少なからず異常に映って
いるともいえますが、厚生労
働省が公表した2014 年度の
労災補償状況ではうつ病など
「心の病」で労災請求した人が
計1456 人と統計開始以来最
高の数値を記録しています。
労災認定者も497 人で過去
最高を記録しましたが、この
うち厚生労働省が過労死のリ
スクが高まると位置付ける
「過労死ライン」の残業時間
（月80 時間以上）を超えた人
が201 人でおよそ4 割を占め
ています。
こうした実情を踏まえ、企
業側には三六協定の締結・届
出が適正になされているか、
限度時間が守られているかを
確認すると同時に、職場全体
で長時間労働削減に取り組む
姿勢が求められているといえ
ます。

待機の3日間には公休日を含めて差し支えありません。
年次有給休暇として処理された場合でも待機は完成します。


